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参
議
院
議
員
通
常
選
挙
投
票
日
は

　
　
　
　
７
月
29
日
で
す
。

あ
な
た
の
一
票
か
ら
県
政
は
始
ま
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
棄
権
す
る
こ
と
な
く
投
票
し
ま
し
ょ
う

 
 　

7
月
29
日
（
日
）
は
、
参
議
院
山
梨
県
選
出

議
員
選
挙
・
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選

挙
の
投
票
日
（
投
票
時
間
は
午
前
７
時
か
ら

午
後
８
時
ま
で
）
で
す
。

　
こ
の
選
挙
は
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
国
政
に

反
映
さ
せ
る
た
め
の
代
表
者
を
選
ぶ
大
切

な
選
挙
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
願
い
を
国
政

に
生
か
す
た
め
、
あ
な
た
の
貴
重
な
一
票
を

大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
人

 

こ
の
選
挙
の
投
票
を
す
る
に
は
、
富
士
河

口
湖
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
人
が
名
簿
に
登
録
さ
れ
、
今
回
の
選
挙

に
投
票
で
き
ま
す
。

一
、
住
所
要
件

 

・
平
成
19
年
４
月
11
日
以
前
か
ら
富
士
河

口
湖
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
、
投

票
日
ま
で
引
き
続
き
住
民
基
本
台
帳
に
記

載
さ
れ
て
い
る
者
。

　（
４
月
12
日
以
降
転
入
届
を
さ
れ
た
人
は
、

当
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
（
３
か
月
未
満
の
た
め
）
の
で
投
票
で

き
ま
せ
ん
。
）

二
、
年
齢
要
件

　
・
昭
和
62
年
７
月
30
日
以
前
に
出
生
し
た

者
。

　
選
挙
人
名
簿
登
録
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�
７
２-

１
１

１
２
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
　
　

　
　
　
　
　
　

入
場
券
は
郵
送
し
ま
す
　

　
投
票
所
の
入
場
券
は
、
７
月
17
日
ご
ろ
ま

で
に
届
く
よ
う
に
郵
送
し
ま
す
。

　
ご
本
人
の
氏
名
や
投
票
所
名
を
確
認
し

て
か
ら
投
票
所
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
何

か
の
事
情
で
入
場
券
が
投
票
日
ま
で
に
届

か
な
か
っ
た
り
、
紛
失
し
た
場
合
で
も
、
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で

き
ま
す
の
で
、投
票
所
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　指
定
の
投
票
所
で

　
投
票
所
は
船
津
・
浅
川
・
小
立
・
大
石
・
河

口
・
勝
山
・
長
浜
・
西
湖
・
根
場
・
大
嵐
・
精
進
・

本
栖
・
富
士
ヶ
嶺
地
区
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

場
所
に
設
け
ら
れ
ま
す
。
船
津
地
区
は
２
か

所
が
投
票
所
と
な
り
ま
す
の
で
、
ま
ち
が
え

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

富
士
河
口
湖
町
交
流
セ
ン
タ
ー

　(

旧
河
口
湖
町
役
場)

　
（
第
１
投
票
区
）

浅
川
公
民
館
　
　
　
　
　
（
第
２
投
票
区
）

小
立
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
（
第
３
投
票
区
）

大
石
住
民
セ
ン
タ
ー
　
　
（
第
４
投
票
区
）

河
口
住
民
セ
ン
タ
ー
　
　
（
第
５
投
票
区
）

船
津
保
育
所
　
　
　
　
　
（
第
６
投
票
区
）

勝
山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
（
第
７
投
票
区
）

足
和
田
交
流
セ
ン
タ
ー
　
（
第
８
投
票
区
）

西
湖
公
民
館
　
　
　
　
　
（
第
９
投
票
区
）

根
場
公
民
館
　
　
　
　
　
（
第
10
投
票
区
）

大
嵐
児
童
館
　
　
　
　
　
（
第
11
投
票
区
）�

精
進
・
本
栖
保
育
所
　
　 

（
第
12
投
票
区
）

本
栖
公
民
館
　
　
　
　
　
（
第
13
投
票
区
）

上
九
一
色
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
第
14
投
票
区
）

※
第
1
投
票
区
が
船
津
地
区
公
民
館
か
ら

　
富
士
河
口
湖
町
交
流
セ
ン
タ
ー(

旧
河
口

　
湖
町
役
場)
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
の
で

　
注
意
し
て
下
さ
い
。

　
指
定
さ
れ
た
投
票
所
以
外
で
は
投
票
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

町
内
で
住
所
を
移
さ
れ
た
転
居
の
場
合
、
以

前
の
住
所
に
入
場
券
が
送
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
入
場
券
に
記
載

さ
れ
た
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票

　
体
が
不
自
由
で
あ
っ
た
り
し
て
文
字
が

書
け
な
い
人
に
は
、
投
票
所
の
係
員
が
投
票

の
秘
密
を
侵
す
こ
と
な
く
代
理
で
筆
記
す

る
代
理
投
票
も
で
き
ま
す
。
本
人
が
直
接
投

票
所
受
付
で
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　投
票
日
に
投
票
所
へ
行
け
な
い
人
　

～
期
日
前
投
票
の
ご
案
内
～

　
仕
事
の
都
合
や
旅
行
、
病
気
、
出
産
な
ど

の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
投
票
日
に

投
票
所
に
行
け
な
い
人
の
た
め
に
、
期
日
前

投
票
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
期
日
前
投
票
を
す
る
に
は
、
本
人
を
確
認

で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
か
入
場
券

（
届
い
て
い
る
方
）
を
持
っ
て
、
町
役
場
に
お

い
で
く
だ
さ
い
。

　
期
日
前
投
票
の
期
間
は
７
月
13
日(

金)

か
ら
７
月
28
日
（
土
）
ま
で
の
毎
日
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
役
場
１
階
に

あ
る
期
日
前
投
票
所
で
で
き
ま
す
。
備
え
付

け
の
宣
誓
書
に
不
在
の
理
由
な
ど
を
記
入

の
う
え
投
票
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

～
不
在
者
投
票
の
ご
案
内
～
　

　
病
院
や
施
設
に
入
院
、
入
所
さ
れ
て
い
る

場
合
、
各
施
設
で
投
票
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
か
病
院
等
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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江岸寺江岸寺

上九一色中学校

至精進湖

至富士宮

至鳴沢

至本栖湖

至富士宮

富士ヶ嶺公民館

富士ヶ嶺
保育所富士豊茂

小学校

本　栖
公民館

上九一色
コミュニティ
センター

上九一色
コミュニティ
センター

山神社

至
本
栖
湖富

士
ヶ
嶺
A
コ
ー
プ

精進小学校

至河口湖
至本栖湖

精
進
出
張
所

精
進
・
本
栖
保
育
所

精進郵便局

JA精進支所

　
き
れ
い
な
選
挙
の
実
現
は
、
民
主

主
義
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
す
。

　
明
る
く
き
れ
い
な
選
挙
は
誰
も
が

望
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
を
実
現
で
き

る
の
は
有
権
者
の
自
覚
で
あ
り
、
候

補
者
本
人
と
選
挙
運
動
に
た
ず
さ
わ

る
方
の
良
識
あ
る
行
動
で
す
。

　
有
権
者
一
人
ひ
と
り
の
良
識
と
自

覚
が
、
正
し
く
き
れ
い
な
選
挙
を
実

現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
選
挙
の
浄
化
に
皆
さ
ん
の
ご
協
力

と
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
の
意
見
を
こ
れ
か
ら

の
国
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
代
表

者
を
選
ぶ
大
切
な
選
挙
で
す
。
一
人

ひ
と
り
が
責
任
を
持
っ
て
、
一
票
を

投
じ
、
明
る
く
き
れ
い
な
選
挙
の
実

現
に
み
ん
な
で
努
め
ま
し
ょ
う
。

有
権
者
の
皆
さ
ん
の

正
し
い
良
識
と

自
覚
で
、

明
る
く

き
れ
い
な
選
挙
を
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河
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小
学
校
●
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至富士吉田
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保 育 所

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
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小
立
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

第
3
投
票
区)

大
石
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

第
4
投
票
区)

河
口
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

第
5
投
票
区)

足
和
田
交
流
セ
ン
タ
ー

(

第
8
投
票
区)

上
九
一
色
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

(

第
14
投
票
区)

船
津
保
育
所

(

第
6
投
票
区)

勝
山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

(

第
7
投
票
区)

大
嵐
児
童
館

(

第
11
投
票
区)

西
湖
公
民
館

(

第
9
投
票
区)

精
進
・
本
栖
保
育
所

 
(

第
12
投
票
区)

根
場
公
民
館

(

第
10
投
票
区)

本
栖
公
民
館

(

第
13
投
票
区)

浅
川
公
民
館

(

第
2
投
票
区)

富
士
河
口
湖
町
交
流
セ
ン
タ
ー

(

第
1
投
票
区)

旧勝山役場

コウモリ穴至
コ
ウ
モ
リ
穴

農協

大嵐小学校

至野鳥の森
公園

至鳴沢 至勝山

富士ビューホテル

西浜小・中学校

西湖民宿

勝山小・中学校勝山小・中学校

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●
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足和田交流
センター

西湖公民館

根場
公民館

西　湖

投票所案内略図投票所案内略図

入場券に記載されている

投票所で投票できます。

(

旧
河
口
湖
町
役
場)　船津地区

●公民館

至
河
口
湖
大
橋

至河口湖駅

●
す
か
い
ら
ー
く

●
河
口
湖

　
郵
便
局

P P

(旧河口湖町役場)

富士河口湖町
交流センター
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まちかど情報局まちかど情報局情報局

★
★
★

★
★
★
★
★

河
口
湖
畳
岩
の

　
草
刈
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

地
域
環
境
美
化
功
労
者
表
彰
を

　
　
　
河
口
湖
南
中
学
校
が
受
賞
！

今
年
の
町
制
祭

「
町
の
誕
生
日
イ
ベ
ン
ト
」
は
、

11
月
４
日
（
日
）
に
行
う
予
定
で
す
！

　
6
月
24
日(

日)

に
地
元
の
船
津
商
店
街
の
商
店
主
た

ち
が
中
心
と
な
り

船
津
地
区
の
活
性

化
を
目
指
し
て
活

動
し
て
い
る
冨
根

都(

ふ
な
つ)
ク
ラ

ブ
を
中
心
に
、
自

治
会
や
漁
協
な
ど

約
40
人
が
参
加
し

て
河
口
湖
南
東
岸

に
あ
る
畳
岩
の
草

刈
り
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
作
業
前
は
背
丈

の
あ
る
雑
草
が
生
い
茂
り
、
景
観
を
損
ね
て
い
た
畳
岩

で
す
が
、
作
業
後
は
み
ち
が
え
る
よ
う
に
き
れ
い
に
な

り
、
早
速
畳
岩
か
ら
湖
の
景
色
を
眺
め
る
観
光
客
の
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
畳
岩
の
草

刈
り
は
、
昨
年
の
11

月
に
続
き
2
回
目

の
実
施
と
な
り
、
冨

根
都
ク
ラ
ブ
で
は
、

観
光
客
や
地
元
の

人
達
が
訪
れ
や
す

い
畳
岩
の
景
観
維

持
の
た
め
、
秋
に
も

草
刈
り
を
実
施
す

る
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
環
境
省
で
は
、
環
境
保
全
及
び
環
境
美
化
に
関
し
特

に
顕
著
な
功
績
が

あ
っ
た
者
（
団
体

を
含
む
。
）
に
対
し

て
、
そ
の
功
績
を

称
え
る
た
め
に
毎

年
度
表
彰
（
環
境

大
臣
表
彰
）
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、

平
成
19
年
度
の
地

域
環
境
美
化
功
績

者
を
河
口
湖
南
中

学
校
が
受
賞
し
ま
し
た
。

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
町
制
施
行
を
祝
っ
て
の
「
町
の
誕
生
日
イ
ベ
ン
ト
」
、

今
年
で
４
回
目
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
知
恵
を
出

し
合
い
、
町
民
の
多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、

町
を
認
識
し
て
い
た
だ
く
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
協
力
し
て
い
た
だ
け

る
個
人
や
団
体
の
方
は
、
是
非
、
連
絡
し
て
下
さ
い
。

　
そ
し
て
、
み
ん
な
で
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
創
り
あ
げ

ま
し
ょ
う
！

●
問
合
先
　
企
画
課
（
７
２
‐
６
０
２
３
）

 「健康づくり」は歩くことからはじまります。町では、町民の健康増進を目的とした、町民スポーツとしての
『ウォ－キング』を積極的に勧めています。
　今回は、自然に親しむと同時にふれあいと親睦を深めることを目的に「健康のまちづくりウオ－キング大会」を開
催いたします。家族・友達・近所お誘い合わせのうえ、多勢の町民の参加をお願い致します。

※健康のまちづくり事業の一環として「健康のまちづくりウオ－キング大会」を、年間４回開催いたします。　　
２年間（平成１９年度まで）で通算４回参加された方には、記念品を用意いたします。今年度２回目になりますが、
奮ってご参加ください。

●問合せ先　健康増進課（ＴＥＬ７２－６０３７）

■開催日時　７月２２日（日）　　　　■集合場所　河口湖総合公園芝生広場
■受　　付　午前８時３０分～　　　　■出 発 式　午前９時・スタート（出発式終了後）
■持 ち 物　水筒　副食　雨具

■コース　河口湖総合公園⇒フィットリゾート⇒健康科学大学 ⇒くぬぎ平スポーツ広場
　　　　　⇒森と湖の楽園⇒ 河口湖総合公園（約７km）
■駐車場　河口湖総合公園駐車場

■その他　幼児・小学校低学年の参加は、父兄同伴でお願いします。(傷害保険に加入します。)

“健康のまちづくりウォ－キング大会” ＝まず歩こう健康づくりのために＝
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平成20年度採用富士河口湖町職員募集案内平成20年度採用富士河口湖町職員募集案内

▲採用職種・人員 事務職1名・保育士職1名

事務職Ⅱ

事務職Ⅰ
昭和42年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた者で、
大学を卒業した者、卒業見込の者及び同程度の学力を有する者

昭和47年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた者で、
高校を卒業した者、卒業見込の者及び同程度の学力を有する者

保育士職
昭和47年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれた者で、
保育士（保母）資格のある者又は平成20年3月までに保育士資格
取得見込の者

▲受験資格

第一次試験
実施日 平成19年8月26日（日）

山梨大学甲府キャンパス場　所

平成19年10月上旬実施日

富士河口湖町役場場　所
第二次試験

インターネット

での受付

役場総務課
での受付

平成19年7月11日(水)から8月1日(水)まで（土・日曜日、祝祭日を
除く）午前8時30分から午後5時30分まで

「やまなし申請・予約ポータルサイト」にて受付

平成19年7月11日(水)から7月25日(水)午後5時30分まで

（24時間受付）　注：プリンターのない方は不可

町ホームページ　http://www.town.fujikawaguchiko

.yamanashi.jp/の職員採用情報を確認し、申請案内に従って下

さい。

本人が平成19年4月10日以前から富士河口湖町に住所を有しているか、
親が富士河口湖町住民であること。▲住所要件等

▲受付

▲試験日及び場所

▲問合せ 富士河口湖町役場総務課職員係　　　　℡　0555－72－1112　

○町村職員統一試験

防衛大学校学生

概　　　要第 １ 次 試 験願書受付期間
区　分

資格募集種目

防衛医科大学校学生

看護学生

修学年限4年
卒業後1年で幹部
自衛官に昇任

平成19年 9月23日(日)
～ 9月24日(月)

平成19年11月10日(土)
～11月11日(日)

平成19年 9月 5日(水) 
～ 9月 7日(金) 

平成19年 9月 7日(金) 
～ 9月28日(金) 

平成19年11月 3日(土) 
～11月 4日(日)

平成19年 9月 7日(金) 
～ 9月28日(金) 

平成19年10月14日(日) 

修学年限6年
医師免許取得後は
幹部自衛官に昇任

修学年限3年
看護師免許取得後
2等陸曹に昇任

推
薦

一
般

高卒（見込）
２１歳未満の者

高卒（見込）
２１歳未満の者

高卒（見込）
２４歳未満の者

問合せ：自衛隊山梨地方協力本部　大月地域事務所
                 　　　　大月市御太刀２－８－１０　℡　0554-22-1298

平成19年度自衛官等募集案内平成19年度自衛官等募集案内

■
採
用
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員
　

　
消
防
吏
員
、
６
名

■
受
験
資
格
　

　
年
齢
・
身
体
・
住
所
要
件
等
あ
り
。

　
詳
細
は
消
防
本
部
へ
問
合
せ
て
下
さ
い
。

■
受
験
手
続

　
山
梨
県
町
村
職
員
統
一
採
用
試
験
申
込

書
に
て
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
郵
送
の
場
合

は
、
封
筒
裏
に
「
町
村
職
受
験
」
と
朱
書
き
し

書
留
郵
便
に
し
、「
受
験
票
」
に
は
宛
先
を
明

記
し
、50
円
切
手
を
貼
っ
て
下
さ
い
。
ま
た
、

富
士
五
湖
広
域
行
政
事
務
組
合
所
定
の
診

断
書
を
１
通
添
え
て
下
さ
い

■
受
付
期
間

　
７
月
11
日
（
水
）
か
ら

　
　
　
８
月
１
日
（
水
）
ま
で

　
（
土
日
祝
祭
日
除
く
午
前
９
時
か
ら
　
　

午
後
５
時
）

　
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
１
日
消
印
あ
る
も

　
の
ま
で

■
第
一
次
試
験
　

　
８
月
26
日
（
日
）
山
梨
大
学

　
　
（
二
次
試
験
は
10
月
上
旬
予
定
）

●
申
込
み
・
問
合
先
　

　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
１
８
９
６
番
地

　
富
士
五
湖
消
防
本
部
管
理
課

　
　
℡
22
‐
４
４
２
８

平
成
19
年
度

富
士
五
湖
広
域
行
政
事
務
組
合

消
防
職
員
募
集
！
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　日本は、地震の揺れを感じたことのない人はいないくらいの、世界有数の地震国です。 

　地震がおそろしい理由のひとつは、何の前ぶれもなく突然おそってくることです。しかし、自分のいる場

所が大きく揺れ始める前に、「もうじき揺れます」というお知らせがあれば、事前に身構えることができ、被

害を減らすことができます。

　気象庁では、もうじき揺れることをお知らせする「緊急地震速報」の一般向け提供を９月頃に開始する予

定です。「緊急地震速報」の仕組みを知ってどのように活用し対応していくかを今月号から１０月号までの

４回にわたって解説していきます。 

　上の図を見てください。地震の揺れは秒速数キロの速さで地面を伝わっていきます。 震源（図の×印）の

近くで地震の揺れ（地震波）を観測して瞬時に解析し、より遠くの地域に揺れの到来をお知らせするのが「緊

急地震速報」です。

　地震波には特徴の異なる２つの波があります。早く伝わるけれど揺れの弱いＰ波（初期微動）、それより遅

いけれど揺れの強いＳ波（主要動）です。先にやってくるＰ波（初期微動）を震源近くで観測して、後でやって

くるＳ波（主要動）の到来をより遠くの地域へお知らせすれば、数秒から数十秒の猶予時間をもって地震の

到来をお知らせできるのです。

　緊急地震速報は便利な情報ですが、仕組みからおわかりのとおり、次のような限界があります。

１　震源の近くでは情報が強い揺れ（Ｓ波（主要動）の到来）に間に合いません。震源の近くの観測をもとに

　　作成する情報のため、震源の近くでは緊急地震速報の提供が間に合いません。

２　震度などに誤差が生じることがあります。この情報は早く伝えることを大事にします。震源近くの少な

　　い観測データしかない段階でも情報を作成しますので、予測する震度などに誤差が生じることがあり

　　ます。 

　今回は緊急地震速報の仕組みをお伝えしました。次回以降は、数秒から数十秒という短い時間に自分の身

を守るためにはどうすれば良いのかを具体的な場面ごとに見ていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理課　防災係　℡　７２-６０１

３

□ 緊急地震速報にも限界があります

「緊急地震速報」「緊急地震速報」
って何だろう？

もうじき揺れます！！

□ なぜ地震の揺れが来ることを事前にお知らせできるのか
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[家具が凶器になる!!]

家庭を守る防災対策家庭を守る防災対策 Part6

管理課　防災係　　℡７２-６０１３

　家の中にあるタンス、食器棚、冷蔵庫、テレビ、照明器具…普段当たり前のように活用しているなじみの
家具類は、ひとたび大地震が発生すれば凶器に変わることがあります。　　　　　　　　　　
　凶器になった家具は、家族の命をも失うことになる恐れがあることを忘れてはなりません。「倒れてこ
ないだろう」などの意識を改めて、もしもの際に倒れないよう日頃から準備しておく必要があります。　
　下の表の大地震が発生した時の危険性と固定方法を参考に、ご家庭でも大地震を念頭におき、被害を最
小限に食い止めるべく、具体的に家具の固定をしましょう。

　和室にあるタンスは、重みで畳がへこんでき
ているため、前のめりになり倒れやすくなって
いる。大きく重量もあるため下敷きになると大
変危険である。

�Ｌ字金具を壁の柱に対し直角に家具の上部に
置き、木ネジでとめる。柱等に傷をつけたくな
い場合や金具が使えない場合はつっぱり棒を天
井とタンスの上部に設置する。また、さらに底に
家具転倒防止シートを差込み、家具が壁に寄り
かかるようにすると補強効果が上がる。引き出
しもとび出さないようにストッパーでとめる。

　あまり奥行きがなく高さのあるものが多いた
め転倒しやすい。さらに立てかけてある本でか
なりの重量となっており、本棚の転倒とともに中
の本がとび出してくる。

　Ｌ字金具やつっぱり棒などで壁や天井と固定
する。百科事典など重い本を一番下の段に入れ
て安定をよくする。立てかけた本に空間が残る
場合はブックエンドで本を固定する。

　テレビは重量があること、また小型のもので
も家具の上に置いてある場合が多く、転倒や落
下の危険性が大きい。また、ブラウン管は強い
衝撃を受けると爆発する恐れがある。

　まずテレビと台を固定する。バンドタイプの
固定具やテレビの底の４隅に粘着性耐震シート
を貼る。次に台と壁を固定金具で固定する。キ
ャスター付きの台は、すべり出す恐れがあるの
でキャスターを外しておく。

　どっしりしたイメージの冷蔵庫も意外とあっ
さり倒れることがある。転倒するとその重みか
ら、他の家具類をなぎ倒すことがある。

　太さ５㍉くらいのネジ釘を壁に２本ねじ込み、
冷蔵庫背面の放熱パイプの支柱に針金で結ぶ。
放熱パイプがない型の場合は天板の両サイドの
塗料をはがして、Ｌ字金具を金属用接着剤でつ
けてネジ釘で壁にとめる。

　中の食器類がぶつかり合って割れたり、両開
き扉のものは、強い揺れで勝手に開いてしま
い、食器類がとび出す恐れがある。床に割れた
食器類や扉のガラスが散乱するなど大変危険
な状況になる。

　重いものは下に収納して重心を下げる。上端
をＬ字金具で壁に固定する。棚にすべりにくい
敷物を敷いて食器類が滑らないようにする。開
き戸の場合には止め金具をつける。棚にさんを
つけて中の物をとび出しにくくする。

　シャンデリアのような吊り下げ式は留め具が
外れて下に落ちるか、大きく揺れ天井にぶつか
り破損する。棒型の蛍光灯も外れて落下する恐
れがある。

　吊り下げ式のものは、チェーンで数箇所天井
と留める。棒型の蛍光灯は、両端を耐熱テープ
で留める。電球は、飛散防止対策をしたものを
使用する。カバーごと天井にじかにつけられた
ものがより安全である。

　窓、鏡、食器類、戸棚のガラス、水槽、花瓶、陶
器などの置物、置時計などは、割れるとすべて
凶器になる。破片が散乱すると靴などを履かな
いと歩くことが困難な状況になる。

　ガラス飛散防止フィルムをガラス部分に貼り、
割れた時に粉々にならないように防止する。ま
た、万が一深夜に大地震が発生した場合、部屋
の中に割れたガラスが飛び散るのを防ぐため、
夜間は窓のカーテンを引いて寝るように習慣づ
ける。

　ピアノの脚の車は普段は車受けに置いてある
が、震度５以上になると外れて床の上を滑り出す
恐れがある。一度動き出すと重量がある分、ほ
かの家具をなぎ倒して進む恐れがある。

　地震の際に、机の感覚でもぐり込まない。本体
を壁や柱に固定する転倒防止具を取り付ける。
　

　数本のビスで支えているため、上から降って
くる危険性が大きい。

　Ｌ字金具、またはクーラーの型に合わせた支持
金具で壁に固定する。　

家具の種類

タンス

本棚

テレビ

冷蔵庫

食器棚

照明

ガラス

ピアノ

クーラー

危 険 性 対 策
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地方税法の税制改正に伴い医療分の課税限度額が５６万円に引き上げられます(現行５３万円)

　富士河口湖町の国民健康保険税については、平成１６年度に町村合併による新税率を設定

して以来、見直しは行ってきませんでした。その間医療費は高騰をつづけ、平成１８年度末

には財政調整基金の取り崩しを余儀なくされることとなりました。また医療費に対する国民

健康保険税収入は40％と、法律できめられている50％をかなり下回っています。これらのこ

とから、平成１９年度税率改正はやむをえないことであると判断いたしました。しかしなが

ら、被保険者の所得格差の広がり、税負担の公平化などから、医療分については均等割（一

人当たりいくらと計算）平等割（一世帯当たりいくらと計算）のみの改定とし、介護分につ

いては、介護納付金額の上昇から、所得割、均等割、平等割の改定をきめ答申させていただ

きました。

　今回の税率設定は税額の高騰をさけるため、現状の医療費に対応でき得るものではありま

せん。　

今後益々国保税の徴収に力を入れていただき、合わせて住民の健康づくりに力をいれ、医療

費の削減を目指していただき、国保財政の改善が図られるようお願いします。（抜粋）

所 得 割

②

①

③

④

医 療 分 介 護 分

資 産 割

均 等 割

平 等 割

その世帯の所得（33万基礎控除後）に応じて算定

その世帯の固定資産税に応じて算定

加入者一人当たりいくらとして算定

一世帯当たりいくらとして算定 27,000円

28,000円

5,500円

8,000円

35％

5.4％

5.6％

0.9％

１９年度国民健康保険税の税率は下記のとおり設定いたしました。

限度額の引き上げ

（所得の無い世帯、所得の少ない世帯は、均等割と平等割が7割、5割、２割軽減の対象となります。）

１９年度の国保税の課税割合は下の円グラフのとおりです。
　　　所得割が一番多くの比率を占めています。

�所得割

�資産割

�均等割

�平等割

①所得割
41%

②資産割
13%

③均等割
33%

④平等割
13%

①+②が54％

③+④が46％

　　になります。｛

　平成19年6月の議会において国民健康保険税の新税率をもり込ん

だ、富士河口湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例が可決

されました。この条例は国保運営協議会で慎重審議をしていただい

た、その答申を基に提案いたしました。

　答申の主な内容は下記のとおりです。

国民健康保険よりお知らせ！！国民健康保険よりお知らせ！！国民健康保険よりお知らせ！！
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　もし、あなたが保険税を滞納しているのなら、すぐに納めましょう。保険税を納めないでいると、国
保の財源が不足し、きちんと納めている人の負担が大きくなってしまいます。

納税相談は役場税務課・保険課で常時受け付けています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ℡ 税務課　72－1113　 保険課　72－6026

滞納する前に納付相談を！！

　保険税を確実に納めるために、簡単便利な口座振替による保険税納付をおすすめします。

口座振替をおすすめします。

　世帯主が他の社会保険の加入者でも世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、国保税納税通知書
は世帯主宛に送られます。

国保税の納税通知書は世帯主に送られます。（平成１９年７月中旬）

　平成19年度の富士河口湖町国民健康保険税の納期限は下記のとおり８回となります。国保税に前
納報奨金はありません。

国民健康保険税の納期限

平成1９年度郡内市町村の税率（医療分）

（介護分）

H19.７.31 H19.8.31 H19.10.1 H19.10.31 H19.11.30 H19.12.25 H20.1.31 H17.3.31

1　期 2　期 3　期 4　期 5　期 6　期 7　期 8　期

納期限

富士河口湖町

富士河口湖町（平成１８年度）
5.4％

5.4％

35％

35％

27,000円

25,000円

28,000円

26,500円

富士吉田市 7.4％ 35％ 24,000円25,800円

都留市

所得割 資産割市 町 村 名 均等割 平等割

5.4％ 22％ 24,500円25,500円

山中湖村 6.0％ 27％ 31,000円27,000円

忍野村 9.0％ 50％ 27,200円22,000円

鳴沢村 5.5％ 39％ 35,000円33,000円

西桂町 6.2％ 42％ 32,000円27,000円

道志村 6.2％ 40％ 38,000円27,000円

富士河口湖町

富士河口湖町（平成１８年度）
0.90％

0.70％

5.6％

5.6％

5,500円

5,000円

8,000円

7,000円

富士吉田市 1.47％ 6.1％ 5,880円9,000円

都留市

所得割 資産割市 町 村 名 均等割 平等割

1.20％ 7.0％ 6,200円9,500円

山中湖村 0.80％ 2.0％ 6,000円8,000円

忍野村 0.50％ 3.0％ 7,000円5,600円

鳴沢村 0.90％ 8.0％ 5,000円8,000円

西桂町 1.00％ 6.5％ 5,000円7,000円

道志村 1.30％ 9.5％ 7,000円8,500円

後期高齢者医療制度がスタートします。平成２０年４月から

　これまでは、７５歳（一定の障害がある人は６５歳）以上の人は国保や健保組合などの医療保険
制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成２０年４月からは新たに独
立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

役場保険課　後期高齢者医療担当　℡０５５５‐７２‐６０２６
山梨県後期高齢者医療広域連合　　℡０５５‐２３６‐５６７１

【問い合せ先】
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　社会保険庁では、住民基本台帳ネットワークを活用して、受給者の方々の現況確認を行うこととしたことから、原
則として、これまで毎年提出が必要であった「現況届」の提出は不要となります。ただし、次の場合は、現況届またはそ
の他の届が引き続き必要です。
　１、�住民基本台帳ネットワークを活用した現況確認が行えない方は、『現況届』
　２、�加給年金を受けられている場合は『生計維持確認届』
　３、�障害の程度の確認のために『診断書』の提出が必要なとき
　※提出が必要な届出は、社会保険業務センターから受給者の方々へ送付されますので、提出期限までに返送してく                                        
　   ださい。

　年金は、希望した金融機関や郵便局で支払われます。住所や支払いを受ける金融機関、郵便局を変更するときは、す
みやかに「年金受給権者住所・支払機関変更届」を大月社会保険事務所に提出して下さい。
　「住所・支払機関変更届」が提出されないと、年金の支払額をお知らせする通知書が届かなかったり、希望する銀行
や郵便局で年金が受けられないことがあります。
　支払機関を銀行などの金融機関に変更するときは、その金融機関で預金通帳の記号番号について証明を受けてく
ださい。
 また、郵便局の「郵便振替」に変更するときは、郵便局で郵便振替口座の口座番号についての証明を受けてください。
 住所が変わるときは、大月社会保険事務所などへ届けを提出するとともに、旧住所の郵便局にも届け出てください。

　「年金証書」を汚したり、紛失したときは、「年金証書再交付申請書」を大月社会保険事務所に提出して、「年金証書」
の再交付を受けてください。「年金証書」は、年金を受ける権利のあることを証明するものです。各種の届出や年金相
談のときに必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

　結婚や養子縁組などにより氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」（氏変更届）を大月社会保険事務所
に提出してください。
　その際、「氏名変更届」の証明欄に町長の証明を受けるか、または、「氏名変更届」に戸籍の抄本か住民票を添付し、必
ず「年金証書」を添えて提出してください。
　なお、「氏名変更届」に住民票コードを記載したときには、町長の証明は必要がありません。
　以上の手続きについて、詳しくは、町役場年金担当、又は大月社会保険事務所(℡0554－22－3811）にお尋ねくださ
い。

○この度の年金記録をめぐる問題については、大変ご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫
　び申し上げます。
○基礎年金番号にまだ統合されていない年金記録も、大切に保管しています。
　☆平成９年の基礎年金番号の導入以前には、転職や転居等により、お１人が複数の年金番号を持つ場合も生じてい
　　ましたが、１人１番号の基礎年金番号を用いて、年金記録の確認を簡易・迅速に行えるようにしました。
　☆これまで、記録を結びつけるための照会を全被保険者に行い、また、年金の請求時にもご本人に確認してきまし
　　たが、まだ約５０００万件（平成１８年６月）の記録が、基礎年金番号に結びつけられていません。この未統合の
　　記録は大切に保管されていますが、そのままでは年金支給に結びつかなくなるそれがあります。

　☆被保険者・年金受給者の皆様には、基礎年金番号に結びつけられている加入履歴を、順次送付します。ご疑問があ
　　れば、お問い合わせください。
　☆５０００万件の記録を、被保険者・年金受給者の記録と、突き合わせ、未統合の記録がある可能性のある方には、
　　お知らせします｡
　☆社会保険庁や市町村に記録がない場合には、領収書等の証拠がなくても、銀行通帳の出金記録、元雇用主の証言な
　　どを根拠として、第三者委員会で判断してもらう仕組みを作ります。
　☆５年の時効を超えた場合でも、全額お支払いできるようにする特別立法が国会に提出されています。

お客様からのお問い合わせには真摯に対応します
☆大月社会保険事務所（０５５４－２２－３８１１）又は、「ねんきんダイヤル」

　（フリーダイアル０１２０－６５７８３０）

☆インターネットのID・パスワード方式による年金加入履歴の取得をご利用下さい。

　（http:／／www.sia.go.jp）

こんな時には、こんな手続きを

あなたの年金記録をもう一度チェックさせて下さい 
厚生労働省・社会保険庁

◆誕生月が来たとき

◆住所や年金の受取場所を変えるとき

◆氏名が変わったとき

◆年金証書をなくしたときなど

○年金記録問題への新対応策を進めます。

年金を受けている皆さんへ

 ～被保険者・年金受給者の皆さまへ～
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≪問合せ先≫

　税務課資産税第２係（電話０５５５－７２－１１１３）まで。

　なお、このほかに、山梨県の税金である「不動産取得税」も課税されます。

≪問合せ先≫

　山梨県総合県税事務所　不動産取得税課　家屋担当　（電話０５５－２２３－３６１７）まで。

家を取壊した！　～家屋の滅失について～

建物を新築・増築したときの税金

税額の計算方法

家を新築・リフォームした！　～家屋の新築・増築について～

　家屋の固定資産税は、１月２日から翌年の１月１日までに新築、増築

及び改築をし、毎年１月１日（賦課期日）現在で完成したと認められる建

物に対して翌年度から課税されます。

　この固定資産税の基礎となる建物の価格を計算するため、７月から町

役場税務課の職員が直接お伺いして家屋調査をさせていただきます。

　調査の際、家屋の用途・構造・材料・間取りなどを調べるため、家屋内の

各部屋に入らせていただきますので、ご協力をお願いします。

　この調査は、固定資産税の基となる評価額を算出するために行うもの

です。

　調査は、完成した家屋から順次行っていますが、入居前に調査を希望

される方は、完成後お早めにご連絡をお願いします。

　また、調査のときには、「家屋の平面図」、「家屋登記申請書」、「建築確認

申請書」、「工事見積書」などをご用意ください。

　なお、調査に伺う職員は「固定資産評価補助員証」を携帯していますの

で、ご不審の場合は確認してください。

　また、増築などで「建築確認申請書」を出されなかった場合は役場税務課までお知らせください。

　家屋の一部や全部を取り壊されたり、年内に取り壊される予定のある方は、「家屋取壊し届」の提出をお願

いします。（用紙は、役場税務課と各出張所窓口にあります。）

　建物を新築したり、増築したときの固定資産税は、１月１日現在、完成したと認められる建物に対して建築

の翌年度から課税されます。

　建物の価格は、国が定めた基準によって、建物の構造や屋根、基礎、内外壁、柱、造作、天上、床、建具、建築設

備などについて、材料や仕上げ状況などを調査し計算します。

　ここで言う建物とは、住宅、店舗、工場、倉庫、物置、車庫などで、いわゆる塀、門柱などの構造物は含まれま

せん。

　固定資産税・・・町内全域の建物に対して課税され、税額は、評価額の１．４％です。　　　　　　　　　　　

　なお、建物の評価額は家屋調査によって算出されます。

家屋調査にご協力をお願いします。
～家屋の新増築・取壊しは税務課に届出を～
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ー健康のまちづくりに関するアンケート調査�ーー健康のまちづくりに関するアンケート調査�ーー健康のまちづくりに関するアンケート調査�ー

今月はたばこ・アルコールについての結果を報告します。

※次号は糖尿病・循環器について報告します。

図１　飲酒の頻度 図２　1回に飲むお酒の量 図３　休肝日について

全く飲まない
４１.３%

２合程度
３１.２%

１合程度
２９.７%

１合未満
２７.５%

３合以上
９.４%

ほとんど毎日
２０.２%

月に１.２回
１６.２%

週１.２回
９.６%

週３～５回
９.１%

無回答
３.６%

無回答
２.２%

無回答
１.１%

思う
７０.５%

思わない
２８.４%

　たばこの害について複数回答で尋

ねたところ、「肺がん」と回答した割

合が88.7％と最も多く、次いで「妊婦

への影響」64.9％、「気管支炎」64.3％

となっています。肺がんへの影響に

ついては9割近くが理解しています

が、主要３大疾病と言われている脳

卒中や心臓病については半数にも満

たない状況でした。

　たばこの害については今までにも

メディアや教育の現場等で受動喫煙

の問題やがん・循環器などへの影響

を注意喚起していますが、たばこの害についての知識としてはまだまだ低い状況にあります。

　　　　　　　　　※受動喫煙とはタバコを吸わない人が、自分の意思とは関係なくタバコの煙（副流煙）を吸わされること

　最近は女性の喫煙が全国的にも増加していますが、特に妊娠中の喫煙は低出生体重児等胎児に大

きな影響を及ぼす可能性があります。平成１８年の母子健康手帳交付者への問診票から喫煙状況を

尋ねたところ、「吸う」「本数を減らした」と回答した割合は全体の5.6％でしたが、受動喫煙の環境に

ある人の割合は７割にも及びました。妊婦本人が喫煙していなくても喫煙していると同様な環境に

置かれているといえます。

　次にアルコールについて尋ねました。飲酒の頻度を尋ねたところ「全く飲まない」と回答した方

が最も多く、「ほとんど毎日」「月に1.2回」の順でした（図１）。「ほとんど毎日」「週3～5回」飲むと回答

した方に１日に飲む酒の量を尋ねたところ、「2合程度」と回答した方が最も多く、「1合程度」と

回答した割合も同じくらいでした。また「3合以上」飲むと回答した方も9.4%いました（図２）。

また毎日飲酒する方に休肝日を作ろうと思うかと尋ねたところ、7割が作ろうと思っていると回答

しています（図３）。アルコールは臓器に対して慢性的に影響を及ぼします。健康のためにも節酒

を心がけましょう。

もう一度考えてみよう

１００

８０

６０

４０

２０

０

(%)

８８.７

６４.９６４.３５８.９
４７.９

４０.０

２５.７２２.８２２.３２０.６１８.７

１.７

複数回答

肺
が
ん

妊
婦
へ
の
影
響

気
管
支
炎

ぜ
ん
そ
く

心
臓
病

脳
卒
中

皮
膚

学
習
能
力

栄
養
不
良
・
成
長
不
良

胃
潰
瘍

歯
周
病

そ
の
他

N=９５N=１３８
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特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
身
体
又
は
精
神
に
中
程
度

以
上
で
永
続
す
る
障
害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
父
母
等
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
手
当
月
額
は
、
１
級
５
０
７
５
０
円
、

　
　
　
　
　
　
　
２
級
３
３
８
０
０
円
で
す
。

　
障
害
児
福
祉
手
当
は
、
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
在
宅
の
20
歳
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
該
当
と
な
る
重
度
の
障
害
の
程
度
は
、
身
体
の
障
害

（
内
科
的
疾
患
も
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
身
体

障
害
者
手
帳
が
１
級
程
度
（
両
手
指
欠
損
な
ど
一
部
２

級
）
、
精
神
の
障
害
に
つ
い
て
は
、
療
育
手
帳
が
Ａ
―
２

ａ
程
度
の
知
的
障
害
、
ま
た
は
同
程
度
以
上
の
精
神

障
害
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
手
当
月
額
は
、
１
４
３
８
０
円
で
す
。

　
特
別
障
害
者
手
当
は
、
著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護

を
必
要
と
す
る
在
宅
の
２
０
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

　
該
当
と
な
る
著
し
く
重
度
の
障
害
の
程
度
は
、
お
お

む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
が
１
級
（
視
力
・
聴
覚
障
害
な

ど
一
部
２
級
）
、
程
度
の
異
な
る
障
害
が
２
つ
以
上
あ

る
場
合
、
最
重
度
程
度
の
知
的
障
害
や
同
程
度
以
上
の

精
神
障
害
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
３
ヶ
月
以

上
の
入
院
等
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
手
当
月
額
は
、
２
６
４
４
０
円
で
す
。

　
な
お
、
い
ず
れ
の
手
当
の
受
給
資
格
者
は
、
８
月
１１
日

か
ら
９
月
１０
日
ま
で
の
間
に
「
所
得
状
況
届
」(

前
年
の
所

得
状
況)

を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
期
間
中
に
提
出
さ
れ
な
い
と
、
手
当
の
支
給
が
差

し
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
詳
し
く
は
、
町
役
場
福
祉
推
進
課

　
　
　
　
　
　
℡
７２-
６
０
２
８
　
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い

。

福
祉
に
は
各
種
手
当
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
を
知
ら
な
い
た
め
に

　
　
手
当
の
受
給
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
い
ま
せ
ん
か
。

福
祉
に
は
各
種
手
当
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
を
知
ら
な
い
た
め
に

　
　
手
当
の
受
給
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
い
ま
せ
ん
か
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
障
害
者
手
当

　
町
で
は
、17
年
度
よ
り
富
士
河
口
湖
地
域
で
の
利
用
に
適

し
た
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
研
究
・
模
索
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
当
地
域
の
年
間
日
照
時
間

が
長
く
、
平
均
気
温
が
低
め
で
あ
り
太
陽
光
の
発
電
効
率
に

有
利
な
条
件
が
比
較
的
揃
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム(

装
置)

の
技
術
が
安
定
し
て
き
て
い
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
最
も
導
入
可
能
性
の
高
い

ク
リ
ー
ン
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
町
は
「
富
士
河
口
湖
町

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
補
助
金
制
度
」
を
新
た
に

設
け
、
本
月
以
降
こ
の
シ
ス
テ
ム

(

装
置)

を
設
置
、
ま
た
は
シ
ス
テ

ム
が
組
み
込
ま
れ
た
新
築
住
宅

を
購
入
し
た
皆
さ
ん
に
対
し
、
そ

の
費
用
の
一
部
を
補
助
い
た
し

ま
す
。

◆
主
な
概
要

　
・�

補
助
対
象
は
当
該
住
宅(

ま
た
は
併
用
住
宅)

に
居
住

　
　
　
し
、
電
力
会
社
と
電
気
需
給
契
約
を
し
た
町
民
。

　
・�

補
助
額
は
設
置
し
た
シ
ス
テ
ム(

装
置)

の
出
力
の
１

　
　
　
ｋ
ｗ(

キ
ロ
ワ
ッ
ト)

あ
た
り
３
万
円
で
算
出
し
、

　
　
　
12
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

※
補
助
金
申
請
は
設
置
工
事
完
了
後
、
３
ヶ
月
以
内
に
行
っ

　
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

●
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
：
℡
72-

３
１
６
９

　
　
　
　
　
　
　
町
役
場
環
境
課
　
資
源
保
全
係

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の

　
　
　
　
設
置
に
町
が
補
助
を
開
始
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◆
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
と
は

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
富

士
河
口
湖
町
お
よ
び
県
内
市
町
村
や
山

梨
県
へ
の
申
請
と
届
出
、
山
梨
県
内
の

公
共
施
設
の
空
き
状
況
の
確
認
や
予
約

を
行
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

◆
こ
ん
な
に
便
利
に

　
夜
間
や
休
日
で
も
、
申
請
や
届
出
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
家
庭
や
職

場
の
パ
ソ
コ
ン
で
、
ど
こ
か
ら
で
も
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
携
帯

電
話
か
ら
は
、
施
設
の
空
き
状
況
を
検

索
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の

　
・
電
子
申
請
　
電
子
申
請
で
は
、
住

　
　
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書

　
　
の
交
付
申
請
な
ど
町
へ
の
申
請
、

　
　
「
山
梨
県
知
事
賞
」
の
交
付
申
請
な

　
　
ど
山
梨
県
庁
へ
の
申
請
が
行
え
ま

　
　
す
。
申
請
可
能
な
業
務
は
、
順
次
拡

　
　
大
し
て
い
き
ま
す
。

　
・
施
設
予
約
　
施
設
予
約
で
は
、
県

　
　
内
の
施
設
、
市
町
村
の
施
設
の
情

　
　
報
照
会
、
施
設
の
予
約
申
込
み
が

　
　
行
え
ま
す
。
ご
利
用
可
能
な
施
設

　
　
は
順
次
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

◆
注
意
す
る
こ
と
は

　
・
手
数
料
の
納
付
や
交
付
物
の
発
行

　
　
は
、従
来
ど
お
り
町
役
場
の
窓
口
で

　
　
行
い
ま
す
。
交
付
物
の
あ
る
申
請

　
　
は
、
受
付
審
査
終
了
後
に
メ
ー
ル

　
　
等
で
通
知
し
ま
す
の
で
、
パ
ソ
コ

　
　
ン
で
通
知
内
容
を
確
認
後
受
け
取

　
　
り
に
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

　
　
代
金
引
換
郵
便
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
、

　
　
各
種
交
付
申
請
を
電
子
申
請
で
受

　
　
付
、
代
金
引
換
郵
便
で
自
宅
（
住
民

　
　
登
録
地
）
へ
郵
送
す
る
サ
ー
ビ
ス

　
　
を
利
用
で
き
る
申
請
手
続
き
も
あ

　
　
り
ま
す
。
申
請
者
に
は
自
宅
へ
の

　
　
配
達
時
に
郵
送
料
等
を
ご
負
担
い

　
　
た
だ
き
ま
す
が
、
交
付
窓
口
に
お

　
　
い
で
い
た
だ
く
時
間
や
交
通
費
は

　
　
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
・
電
子
署
名(

＊
１)

が
必
要
な
申
請
を

　
　
行
う
場
合
、
個
人
の
方
は
住
民
基

　
　
本
台
帳
カ
ー
ド(

＊
２)

（
電
子
証
明

　
　
書
（
＊
３
）
付
き
）
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ

　
　
ー
ダ
（
＊
４
）
の
２
点
が
必
要
に
な
り

　
　
ま
す
。
法
人
の
場
合
は
「
商
業
登
記

　
　
に
基
づ
く
電
子
認
証
制
度
に
よ
る

　
　
電
子
証
明
書
」
が
必
要
に
な
り
ま

　
　
す
。

◆
操
作
が
わ
か
ら
な
い
と
き
に
は

　
「
操
作
方
法
が
わ
か
ら
な
い
」
、「
こ
ん

な
と
き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
」
、「
パ

ス
ワ
ー
ド
を
忘
れ
た
」
な
ど
ご
利
用
す

る
皆
さ
ま
か
ら
の
問
い
合
せ
に
対
応
す

る
た
め
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
を
設
置
し
て

い
ま
す
。
何
か
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
具
体
的
な
手
続
き
内
容
、
審
査
状
況

な
ど
に
つ
い
て
は
、
町
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
　

　 ※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 
　ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください。TEL055-268-5145 
　受付時間　平日9:00～18:00まで（土曜・日曜・祝祭日・年末年始除く）

自宅・職場など 行政機関

インターネット

申請・届出
やまなしくらしねっと 検　索

https://www.ycma.jp/

＊１．電子署名とは　
　本人確認のためのもので、
　電子文書の内容が改ざん
　されていないことを保証
　するもの。書面で申請書
　を作成するときの「印鑑」
　に相当します。

＊２．住民基本台帳カード
　（以下住基カード）とは
　セキュリティの高いＩＣ
　カードで、総合窓口課で
　交付しています。発行手
　数料は�住基カードを持
　っていない場合…カード
　交付手数料500円、電子証
　明書発行手数料500円の
　計1,000円　�住基カー
　ドは持っているが、電子
　証明書が付いていない場
　合…電子証明書発行手数
　料500円(住基カードを　
持参してください)

＊３．電子証明書とは　
　電子署名の所有者を証明
　するもの。書面手続きで
　いう「印鑑証明書」に相当
　します。

＊４．ＩＣカードリーダとは
　電子証明書が付いたＩＣ
　カードを利用するために
　パソコンと接続して使用
　する読取装置です。家電
　量販店等で市販されてい
　ます。「やまなしくらしね
　っと」からも購入の申込
　や問い合せができます。

コールセンタ問い合せ：e-やまなしサポートセンター 電話番号(ナビダイヤル) 0570-018074

町役場への問い合せ：企画課情報推進係  電話番号 0555-72-3164

やまなしくらしねっと

やまなし申請・予約ポータルサイト

や
ま
な
し
申
請
・
予
約
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

「
や
ま
な
し 

 

く
ら
し
ね
っ
と
」

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
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社
協
だ
よ
り

社
協
だ
よ
り

　
富
士
河
口
湖
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
通

称
：
町
社
協
）
は
、

住
民
参
加
を
基
本

と
し
、
共
に
生
き
、

共
に
支
え
合
う
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
す
皆
さ
ん

の
温
か
い
お
気
持
ち
に

支
え
ら
れ
、
行
政
等
の
支
援
を
受
け
て
組
織

さ
れ
て
い
る
非
営
利
の
民
間
団
体
で
す
。

　
そ
の
た
め
、
会
費
制
を
と
っ
て
い
る
の
が
大

き
な
特
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会

福
祉
協
議
会
を
育
て
て
い
く
の
は
、
住
民
で
あ

る
皆
さ
ん
で
あ
り
、
会
費
は
貴
重
な
歳
入
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

　
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
会
費
は
、
多

様
化
す
る
福
祉
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
社
協
活

動
推
進
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
社
協
会
費
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
員
：
一
世
帯
当
り 

　
５
０
０
円
（
年
額
）

特
別
（
賛
助
）
会
員
：
一
口
当
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０
０
円
（
年
額
）

　
つ
き
ま
し
て
は
、
活
動
の
推
進
に
不
可
欠
な

財
源
と
な
り
ま
す
会
員
の
募
集
を
、
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
に
は
、
な
に
と
ぞ
ご

理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　
八
町
屋
区
福
祉
推
進
会
（
渡
辺
一
奉
会
長
）

で
は
、
６
月
２４
日
（
日
）
に
、
八
町
屋
区
公
民
館

に
お
い
て
、
子
供
と
お
年
寄
り
の
交
流
を
目
的

に
『
ヨ
モ
ギ
ま
ん
じ
ゅ
う
作
り
体
験
教
室
』
を

行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
事
業
も
７
年
目
を
迎
え
、
今
回
は
、
総

勢
９２
名
が
参
加
。
自
治
会
、
育
成
会
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
協
力
の
も
と
、
小
学
生
が
、
老

人
ク
ラ
ブ
会
員
の
指
導
を
仰
ぎ
、「
ヨ
モ
ギ
ま

ん
じ
ゅ
う
」
を
作
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
八
町
屋
区
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
指
導

で
「
富
士
山

体

操

」
を

行
っ
た
り
、

読
み
聞
か

せ
を
し
た

り
、「
お
す

い
と
ん
」
な

ど
の
ご
馳

走
に
舌
鼓

し
、
ふ
れ
あ

い
を
深
め

る
こ
と
が

で
き
、
楽
し
く
有
意
義
な
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま

し
た
。
八
町
屋
区
で
は
、
今
後
も
「
お
は
よ
う

ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ん
に
ち
は
」
の
声
か
け
運
動

の
推
進
や
、
八
町
屋
公
民
館
祭
り
へ
高
齢
者
を

誘
う
な
ど
、
区
民
全
体
で
、
共
に
支
え
合
う
地

域
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
湖
南
町
共
助
会
（
渡
辺
米
雄
会
長
）
は
、
６

月
１４
日
（
木
）
に
、
健
康
科
学
大
学
３
年
生
１０

名
と
渡
辺
先
生
を
招
き
、
体
に
や
さ
し
い
体

操
を
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
全
員
が
自
己
紹
介
し
た
後
、
ス
ト
レ

ッ
チ
や
畳
に
座
っ
て
で
き
る
筋
力
ア
ッ
プ
体
操

を
行
い
ま
し
た
。
腕

を
上
げ
た
り
、
寝
転

ん
で
足
を
曲
げ
た

り
、
元
気
の
い
い
学

生
さ
ん
の
掛
け
声

に
あ
わ
せ
て
、
体
を

動
か
し
ま
し
た
。

　
高
齢
者
か
ら
「
若

い
方
か
ら
教
わ
る

と
、
自
分
達
も
若
い
気
持
ち
に
な
れ
て
楽
し
か

っ
た
。
」
と
感
想
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

後
、
み
ん
な
で
、
ス
イ
カ
や
漬
け
物
な
ど
食
べ

な
が
ら
、
お
し
ゃ
べ
り
も
し
ま
し
た
。
１０
名
の

学
生
さ
ん
は
、
地
元
河
口
湖
か
ら
、
遠
く
北
海

道
等
出
身
で
、
大
学
で
は
、
高
齢
者
福
祉
演
習

を
受
講
し
て
お
り
、
将
来
は
社
会
福
祉
士
を

目
指
し
て
勉
強
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
湖
南
町
共
助
会
は
、
昨
年
度
よ
り
、
湖
南
区

（
湖
南
町
一
・
二
・
三
丁
目
）
の
民
生
児
童
委
員

や
福
祉
委
員
が
中
心
に
、
区
長
、
自
治
会
役
員

等
で
話
合
い
、
立
ち
上
げ
た
も
の
。
湖
南
町
公

民
館
を
拠
点
に
、
月
１
回
７０
歳
以
上
の
方
を

対
象
に
、
気
軽
に
集
ま
れ
る
場
作
り
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
町
内
の
視
覚
障
害
者
を

対
象
に
、
今
年
度
も
、
パ
ソ

コ
ン
講
習
会
を
開
催
し
ま

す
。
内
容
は
、
音
声
で
確
認

し
な
が
ら
、
文
字
打
ち
や

メ
ー
ル
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
パ
ソ

コ
ン
体
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
！

　
実
施
日 

… 

【
全
１６
回
】

　
　
７
月
１９
日
（
木
）
～
１１
月
１５
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毎
週
木
曜
日
）

　
　
８
月
１６
・
２３
日
（
木
）
は
お
休
み

　
実
施
時
間
…
午
前
９
時
３０
分
～
１２
時

　
実
施
場
所
…
富
士
河
口
湖
町
中
央
公
民
館

　
対
象
者
…
町
内
の
障
害
者
手
帳
保
持
者

　
　
　
　
　
で
、
視
覚
障
害
１
・
２
級
の
方

　
定
員
…
５
名
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
）

　
申
込
み
締
切
日
…
７
月
１３
日
（
金
）

　
視
覚
障
害
者
の
た
め
の

パ
ソ
コ
ン
講
習
会
時
に
パ

ソ
コ
ン
操
作
や
周
辺
機
器

の
使
い
方
な
ど
に
つ
い
て
、

お
手
伝
い
し
て
く
だ
さ
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
を
募
集
し
ま
す
。

　
パ
ソ
コ
ン
を
普
段
か
ら
使
用
し
て
い
る
方

で
、
障
害
者
支
援
に
熱
意
が
あ
る
方
、
お
待
ち

し
て
ま
す
。
７
月
１３
日
（
金
）
ま
で
に
、
町
社
協

へ
お
申
込
み
下
さ
い
。

　
問
合
わ
せ
は
、
富
士
河
口
湖
町
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で
（
電
話 

７
２
‐
１
４
３
０
）

町
民
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
奉
仕
し
ま
す

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

　
『
社
協
会
費
』
納
入
の
お
願
い

【
小
立
地
区
　
八
町
屋
区

 
 

『
ヨ
モ
ギ
饅
頭
作
り
体
験
教
室
』
で

　
　
　 

子
供
と
お
年
寄
り
の
交
流
】

【
船
津
地
区
　
湖
南
町
共
助
会

 
 
 
 

健
康
科
学
大
学
３
年
生
と
交
流
】

視
覚
障
害
者
の
た
め
の

　
　
　
パ
ソ
コ
ン
講
習
会
の
開
催

パ
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